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改正トラック法、新たに
～曖昧運用から確立された運用に是正要～

秋田県貨物自動車運送適正化事業実施機関

１回あたり３時間以上
２分割の場合は合計１０時間以上(例：１回目３時間 ２回目８時間など)
３分割の場合は合計１２時間以上(例：１回目３時間 ２回目４時間 ３
回目６時間など)
分割休息の日は１ヶ月２分の１が限度

令和７年４月より施行された改正トラック法が、バージョンアップされました。
施行から１年で改正されるスピード感についていけないという声も...。
それでも、法は待ってくれません！曖昧な感じでやっている方、理解できず全

くやっていない方も新年度までに運用を確立しましょう！

【関連資料】
・詳細が分かる、「荷主向けリーフレット」をご活用下さい。

移動元営業所
選任運転者１０名
登録車両数１０両

許 可取 消

３．認定を受けた自動点呼機器一覧
→ 表の右端「点呼の被実施場所」を必ず確認！
→“事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所含む”と記載されているものを選ぶ

トラックを持たない「利用運送事業者」との契約は、口
頭は曖昧なやり取りだったかもしれないが、４月からは
書面交付が義務化される。
トラックドライバーの適切な賃金水準の確保のと経済的
社会的地位の向上を目的として、令和７年６月１１日に
貨物自動車運送事業法が改正され、主に以下の３点の内
容が令和４月１日から施行されます。

白トラ100%法人の皆様

依頼前に許可証の確認をしましょう。
【“相手が許可事業者かどうかは知らなかった”では済まされません】

白から緑に許可証を取得しよう。
違法な運送をした場合並びに関わった場合は是正指導の対象に

荷主の皆様

・・・・・・・・・・・

リーフレットご活用下さい。

真荷主と（元請け※）との間で

１２条に基づく書面交付が必要
※荷主から運送委託を受けてトラックを利用する元請の「貨物利用運送事業者」のこと。

（元請け※）としてトラックを利用する
貨物利用運送事業者は実運送体制管理簿
の作成義務は課される

新 +
追い義務

プラス

元請の責務は重くなりますが多重取引構造の打開、書面化１００％で「水屋」等の淘汰で業界が健全化に期待です。

元請として荷主から運送委託を受けている

貨物利用運送事業者も、
一般貨物自動車運送事業者として扱われる

真荷主と運送会社の境界線の明確にするため、

これまで「貨物利用運送事業者」の元請として、
下請けとなる「一般貨物運送事業者」へ義務事項の丸投げが不可となる。

貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業者に対し、
「再委託の回数を２回以内（実運送は２次請けまで）とする
努力義務」が課される。【「２次請け制限」の導入】

努力
義務

新・
義務

真荷主との間で１２条に基づく書面交付が必要

実運送体制管理簿の作成しなければならない

※荷主から運送委託を受けてトラックを利用する元請の「貨物利用運送事業者」のこと。（元請※）

まずは、
これを読むと理解し易くなるよ！

以上のように、認識を改め２０２６年４月から新ルールが始まります！

トラックＧメン　投稿フォーム

QRコードからも読み取れます！

デリケートなお悩みは、

http://shikan.or.jp/cp-bin/wordpress5/wp-content/uploads/2026/01/%E8%8D%B7%E4%B8%BB%E5%90%91%E3%81%91%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf
https://x.com/mlit_tohokuunyu/status/1993612769690837414
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000116.html
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